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                                    呉 市 教 育 委 員 会 会 議 録  

平成２９年１１月２０日定例会 

 

１ 開催日時 平成２９年１１月２０日（月） １３：００開会 

１３：１１閉会 

                     

２ 開催場所 ７５２会議室（呉市役所７階） 

 

３ 出席委員 教育長         中 村 弘 市 

教育長職務代理者    森 尾 敬 介 

委 員         舩 尾   慎 

委 員         香 川 治 子 

  欠席委員 委 員         佐々木   元 

 

４ 出席職員 教育部長        寺 本 有 伸 

教育部参事       上 田 勝 治 

教育部副部長      小 川   聡 

教育部参事補      中 島 正 雄 

       教育部参事補      細 本 裕 一 

       文化スポーツ部副部長  神 垣   進 

教育総務課長      大 森 和 雄 

       学校施設課長      沖 本 正 樹 

       学校教育課長      髙 橋 伸 治 

学校安全課長      金 本 康 司 

教育総務課課長補佐   大 窪 敏 幹 

 

５ 傍 聴 者 １人  

 

６ 日  程 

（１）会期決定について 

（２）前回会議の報告 

（３）報告第26号 寄附受納について 

（４）報告第27号 ユネスコ記憶遺産登録決定について 

（５）教議第34号 臨時代理の承認について（平成２９年度教育費補正予算） 
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       （１３：００） 

教 育 長 それでは，これより定例会を開会します。 

本日，佐々木委員から欠席の届出がなされておりますことを，御報告します。 

日程第１の「会期決定について」を議題とします。 

お諮りします。会期は，本日１日としたいと思いますが，これに御異議ござい

ませんか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしと認めます。 

よって会期は，本日１日と決定されました。 

本日の会議録署名委員は，舩尾委員・香川委員にお願いいたします。 

それでは，日程第２の「前回会議の報告」を求めます。 

大窪課長補佐 （平成29年10月18日定例会について報告） 

教 育 長 本日提出されたもののうち，日程第５については，議会に諮る案件のため，非

公開としたいと思いますが，これに御異議はございませんか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしということで，本日の議題についてはそのように決定されました。 

 

報告第２６号 寄附受納について 

 

教 育 長 それでは，日程第３の報告第２６号「寄附受納について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

沖 本 課 長 それでは，報告第２６号「寄附受納について」を御説明させていただきます。 

資料の１ページを御覧ください。 

この度，呉市在住の個人の方より100万円の寄附申込みがあり，これを受納する

ことといたしました。 

教育の充実のためにと，100万円の御寄付を申し出られたものです。 

今後，寄付者の御意志を踏まえ，中学校の教育の充実を進めてまいります。 

説明は以上でございます。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第３の報告第２６号「寄附受納について」の説明があ

りましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

舩 尾 委 員 中学校の教育の充実という説明がありましたが，どういった理由で中学校にな

ったのですか。 

沖 本 課 長 寄附者の御意志が中学校の教育の充実のためにということでございましたの

で，その意思を踏まえたものでございます。 

舩 尾 委 員 あともう１点，この寄附金の使い方ですが，寄附金で物品等を購入し，それを

中学校に寄贈し使用してもらうのか，それとも，呉市の歳入として受け入れ，そ

こから購入費に充てられるのか，その辺はどうでしょうか。 

沖 本 課 長 寄附金は呉市の歳入として受け入れ，寄附者の意志を尊重しながら，学校ごと

に何を購入するかを選定してまいります。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

  （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 
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報告第２７号 ユネスコ記憶遺産登録決定について 

 

教 育 長 次に，日程第４の報告第２７号「ユネスコ記憶遺産登録決定について」を議題

とします。 

事務局の説明を求めます。 

神 垣 副 部 長 報告第２７号「ユネスコ記憶遺産登録決定について」を御説明いたします。 

資料の３ページを御覧ください。 

昨年３月，ユネスコ（国連教育科学文化機関）に日韓共同申請をしておりまし

た朝鮮通信使関連資料が，平成29年10月31日，ユネスコ記憶遺産に登録発表され

ましたので御報告いたします。 

登録資料タイトルは「朝鮮通信使に関する記録 17世紀～19世紀の日韓間の平

和構築と文化交流の歴史」です。 

全体の登録資料件数は，日韓併せて計111件，333点あります。そのうち呉市登

録資料は，呉市の有形文化財でもあります「朝鮮人来朝覚備前御馳走船行烈図」

の１点でございます。 

この資料は，朝鮮通信使の一行が瀬戸内海を航行する様子を記録した８メート

ルを超える絵巻物であり，大変貴重な資料でございます。 

この実物資料を，呉市下蒲刈町の松濤園で来年１月29日まで展示予定でありま

すので，是非，多くの方々に御覧いただければと思っております。 

また，ユネスコ記憶遺産登録決定を記念し，松濤園を始め，本庁舎，各市民セ

ンター，ＪＲ呉駅，大和ミュージアムなどに懸垂幕や祝賀看板を設置しておりま

す。 

説明は以上です。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第４の報告第２７号「ユネスコ記憶遺産登録決定につ

いて」の説明がありましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお

願いいたします。  

（なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 それでは，これより非公開の議題に入ります。 

       （１３：０７） 

 

教議第３４号 臨時代理の承認について（平成２９年度教育費補正予算） 

 

（非公開案件です。）  

 

教 育 長 以上で定例会を閉会いたします。 

（１３：１１） 



 

上記のとおり，会議の次第を記載して，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

 

（ 教育長  中 村 弘 市） 

 

 

                          （ 委  員  舩 尾  慎 ） 

 

 

（ 委  員  香 川 治 子） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２９年１１月２０日定例会） 


